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デザインで自社を変えたい。でも、どうやって始めれ
ばいいのかわからない。そんな悩みを抱えるみなさ
んのために、中小企業とデザインの接点になる事例
を紹介し、デザイン導入に向けての第一歩を踏み出
すヒントとノウハウをお伝えします。

「何がつくれるか」＋「どんなものが売れるのか」
大手流通店舗に聞く 売り場が考える“顧客視点”の大切さ

（１）概要
　切り込みを入れた切餅の特許権を侵害されたとして、特
許権者である越後製菓株式会社（以下、Ⅹ社）が佐藤食品
工業株式会社（以下、Ｙ社）に対して、製造・販売の差止めと
損害賠償を求めた事件です。本件はⅩ社の勝訴で結審しま
したが、東京地裁（１審）と知的財産高裁（２審）において「特
許請求の範囲」について正反対の解釈がなされました。本コ
ラムでは、特許権侵害を争った１審と２審にスポットを当てて
説明します。

（２）事件の経緯
　本特許のポイントは、切餅の側面に切り込みを入れること
により、餅を焼いたときにできる膨らみを横に噴出させること
です。Ｘ社の本特許が登録された平成２０年４月以降も、Ｙ
社が切り込みを入れた切餅を製造・販売していたため、Ｘ社
はＹ社に対して警告を行いましたが、Ｙ社は特許を侵害して
いないと反論しました。両社の主張は平行線のまま、ついに
Ⅹ社はＹ社を相手取り訴訟を提起しました。

（３）争点（特許請求の範囲に関するもの）
　Ⅹ社の特許は切餅の側面（図①の2A）に切り込み部を設
けているのに対し、特許侵害とされたＹ社の切餅は側面（図
②の側周表面12）、さらに上面（図②の上面17）にも切り込
み部を設けています。側面以外にも切り込みを設けたＹ社の
切餅は、Ｘ社の特許権の範囲に属するのでしょうか。
　特許権の効力範囲について記載した書類「特許請求の範
囲」の請求項１において、Ⅹ社の切餅の切り込み部は、以下
のように表現されています。

【特許請求の範囲　請求項１抜粋】
載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側
表面部の立直側面である側周表面に、（…以下省略
…）切り込み部を設け（…以下省略…）

　※載置底面、平坦上面…図①の2A以外の面

（東京地裁（１審）の判決：平成２２年１１月３０日）
　東京地裁は、上記の請求項を「切餅の載置底面又は平坦
上面には切り込み部を設けず、上側表面部の立直側面であ
る側周表面に切り込み部を設けることを意味するものと解釈
するのが相当である」と判決しました。つまり、「Ｘ社の特許
請求の範囲は側面にのみ切り込みを入れた切餅に限定さ
れるもので、Ｙ社の切餅は上面にも切り込み部があるのでＸ
社の特許を侵害していない」と判断されたということです。こ
れにより、Ｘ社は敗訴となります。

（知的財産高裁（２審）の判決：平成２３年９月２３日）
　Ｘ社はこれを不服として知的財産高裁（以下、知財高裁）
に控訴しました（２審）。そして知財高裁は、請求項の同じ部
分の解釈について１審とは正反対の判断をしたのです。
　２審は、上記の請求項は「載置底面又は平坦上面ではな
く」の直後に、読点「、」を付されていないので、「載置底面又
は平坦上面ではなく」は、その直後の「この小片餅体の上側
表面部の立直側面である」とともに、「側周表面」を修飾して
いるものと理解するのが自然である、と判決しています。
　つまり「側面に切り込みがあれば上面に切り込み部を設
けるかどうかを問わず、特許請求の範囲である」ということ
です。
　よって、Ｙ社の切餅はＸ社の特許を侵害しているとし、Ｘ社
の勝訴となりました。

（４）考察
　特許侵害の裁判においては、文言の解釈が重視されてい
ることが分かります。また、発明は実体のない、いわゆる情報
です。これを文章で表現するという難しさがあります。この一
連の裁判では、「読点ひとつ」で特許請求の範囲の解釈が
変わり、果ては、裁判の判決までもが変わってしまいました。
あいまいな文言は後々の係争の火種を生む可能性があるた
め、弁理士等の専門家とよく相談しながら進めていくことが
肝要です。

（知財戦略アドバイザー　吉田 敏雄）

知的財産に関する判例紹介
～裁判事例から学ぶ知的財産のイロハ～

　自分たちで価格決定をして、自由
に販売できる自社製品をつくり、「商
品」として販売したいと考える中小
企業が増えています。そして、その活
路をデザイナーとの協働に求める
動きも、以前に比べて活性化してい
る印象を受けます。
 その際に開発段階から販売の現場
を考えているかどうかは、実際のビ
ジネスに大きく影響します。今回の
コラムでは、大手総合小売店の店長
にお話を伺い、中小企業からの商品
持ち込みを受けている店舗の意見
から、新製品開発・販売についての
ヒントを探りました。
 日々、同店で新しい商品を目にして
いると「顧客視点」が抜けていると感
じるものも多いそうです。「売り場で
重要なのは、そのデザインで“語れ
る”ものがあるかどうか。どんな必然
性でその形になったのか、この理由
があるからこのデザインなんだ、とい
うことが売り場では効果的です。ス
タッフが説明しやすいストーリーが
あればお客様も納得しやすく、購入
に結び付く可能性が高いと思いま
す」。これは中小企業の製品に限り
ませんが、そこがおろそかになって
いるものは瞬間的に人気が出ても、
寿命が短いように感じる、と店長は
続けます。「デザインの重要性は高
まっていると思いますし、もちろん色
やかたちの工夫は大切です。しかし、

お客様は必ず機能までを含めて商
品全体を判断し、購入を検討します。
デザインと機能の連動性が重要なの
ではないでしょうか」。たとえば、ロ
ボット掃除機「ルンバ」や、羽がない
扇風機として話題を呼んだダイソン
の「エアマルチプライアー」も、見た
目の奇抜さや新しさだけでヒットし
たわけではありません。デザインが
優れているのは大前提として、形状
には意味があり、機能も優れている
ことがベースにあるはずです。機能
を体現するために意味がある意匠
であれば効果的ですが、単に見た目
を少し変えたようなものは、同店で
長くは売れ続けないことが多いそう
です。

 そして、価格設定も重要です。「どん
なにデザインが良く、機能が優れて
いても、価格が高ければ手に取って
すらもらえないものもあります」。適
正な販売価格、卸値はいくらなの
か、かけられるコストは…と、デザイ
ンの時点から想定するのは初歩の
初歩。置きたい売り場は実用品を多
く取り扱う店なのか、ギフト向けの
商材を取りそろえる店なのかによっ
ても、価格や販売戦略が変わりま
す。製品が出来上がってから売り先
を考えるのではなく、売り場をイ
メージしながらデザイン、機能を練
り上げていくことも忘れないように

しましょう。
　小売店が中小企業の新商品に期
待するのは、他店舗との差別化に寄
与してくれる商品開発です。「たとえ
ば当店で先行発売するとか、限定商
品を販売する、といったことです。大
手メーカーでは対応できないカスタ
マイズ商品や、機動力の良さにも期
待しています。セレクトショップであ
れば、競合他店と違う商品というの
は、のどから手が出るほど欲しいも
の。『あなたの店舗に置いてもらいた
い』という提案性があれば、興味を
持ってもらえる可能性は高まるでしょ
うね」。

　あなたがつくりあげた「製品」は、
きちんと「商品」になっているでしょう
か？ デザイナーと共同開発をすると
きも、売り場や顧客の顔をイメージし
ながら、「どんなものが売れるのか」
から、相談してみるとよいでしょう。

事業戦略支援室
デザイン導入・活用支援事業

アドバイザー 福本創平

デザインのきっかけ
中小企業がデザインに踏み出すための第一歩を探る

第2回

公社トップページ　→　公社事業案内　→　デザイン支援事業

事業戦略支援室　デザイン導入・活用支援事業担当
TEL：03-3832-3660　E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp

第2回デザインセミナー開催
8月26日（月）に、東京都が主催する「東京
都デザイン導入支援セミナー」が行われ
ます。都内中小企業のみなさんを対象と
した内容で、参加は無料です。ご興味の
ある方は、次号「アーガス21」8月号に掲
載予定のご案内をご確認ください。

隔月連載

第1回：特許請求の範囲について
事件名：切餅特許侵害事件

図①：越後製菓株式会社
出典：特許公報第4111382号より

図②：佐藤食品工業株式会社
出典：知財高裁中間判決別紙より

東京都知的財産総合センター 
 TEL 03-3832-3656 E-mail chizai@tokyo-kosha.or.jp
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